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ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上
の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。
※事前に電話にて申し込みをお願いします。相談
日に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  11月11日㈬　13時30分から
場　所  ときがわ町シルバー人材センター事務所
問  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

国営武蔵丘陵森林公園は、11 月中旬より紅葉が見
頃となります。今年も 11 月 14 日㈯～ 29 日㈰に
人気の夜間イルミネーション「紅葉見ナイト」を
開催します。“ カエデ園 ” に広がる紅葉・黄葉は
約 20 種 500 本。夜間にも楽しんでいただけるよ
う、煌めくライトアップやアートイルミネーショ
ン、秋グルメをご用意してお待ちしています。開
放的な森林のなかで、紅葉狩りをしてみてはいか
がでしょうか。
開催日   11月14日㈯～29日㈰（16日間）

　　　　※雨天中止
会　場  中央口エリア
開園時間  16時30分～20時30分（最終入園20時）
　　　　　※日中に来園してそのまま滞在可能
その他   ・ 森林公園駅と中央口間を結ぶ夜間無料

シャトルバス運行あり
　　　　・ 夜間駐車料金 300 円！（通常は普通車

650 円）
　　　　・ 12月には「スターライトイルミネーショ

ン」を開催予定
問  国営武蔵丘陵森林公園　管理センター

　　☎57-2111

国営武蔵丘陵森林公園
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住まいの相談は埼玉土建へ！
オンライン相談会を開催します！
地域の職人が親切丁寧にお聞きします。
日　時  11月8日㈰　10時～12時　※要事前予約
会　場  オンライン相談でご自宅から相談できます。
問  埼玉土建比企西部支部 

　　☎66-1120 またはQRコード

比企広域消防本部では、女性活躍推進事業の一環
としてホームページ上にWEBインターンシップ事
業のページを新規掲載しました。この事業は、コ
ロナ禍において職業説明会等の縮小が余儀なくさ
れている情勢を鑑み、就職活動を控えた学生等が
インターネットを通じて消防職員の職場体験をし、
職業選択の一つに考えてもらうために制作しまし
た。パソコン、スマートフォンで閲覧できますの
で、是非、体験してください!!
掲載先  比企広域消防本部ホームページ

WEBインターンシップのQRコードはこちら
問  比企広域消防本部 管理課 ☎23-2265

埼玉土建「住まいの相談会」

WEB インターンシップ始動します !!

❖  ときがわ町中小企業・個人事業主応
援金（町独自）

町では 新型コロナウイルス感染症の影響に
より、売上げが減少したときがわ町内の中小
企業及び個人事業主の支援を目的として、応
援金を交付します。
 給付額 
① 売上減少率 20 パーセント以上 50 パーセ

ント未満の対象者については 10 万円
② 売上減少率 50 パーセント以上の対象者に

ついては 20 万円
※ この他にも交付対象要件がありますので、町 HP

掲載の手引き及び Q&A 等をご確認ください。

問  産業観光課 ☎ 65-1532
　　ときがわ町商工会 ☎ 65-0170 ㈹

新型コロナウイルス感染症の影響
により受けることができる支援制
度のまとめ（町 HP）

❖  持続化給付金
❖  家賃支援給付金
❖  新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金
❖  埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援

金（賃借人に対する支援）
❖  地方税の猶予
❖  資金繰り支援（融資制度、信用保証、セー

フティネット貸付、マル経融資）
❖  社会福祉施設への融資
❖  時間外労働等改善助成金（テレワーク新

規導入の助成金、特別休暇の規定整備の
助成金）

❖  小学校休業等対応助成金・支援金

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
（令和 2 年 10 月 23 日現在）　

に関連する 支 援 内 容

❖ 地域商品券
ときがわ町内の地域商品券取扱い加盟店でご利用い
ただけます（令和３年２月 28 日㈰まで）。取扱い加
盟店も募集しています。
問  観光推進室 ☎ 65-1584

❖ 地方税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年
２月１日から令和３年２月１日までに納期限が到来
する町税を納付することが困難な場合に、税務課に
申請することで猶予を認められる場合があります。
担保の提供は不要、延滞金もかかりません。猶予期
間内における途中での納付や分割納付など、状況に
応じて計画的に納付していただくことも可能です。
問  税務課 徴収担当 ☎ 65-0811

❖  国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減
少した世帯等に対して、国が定める基準に基づき減
免を実施しています。
国民健康保険税　 問  税務課 ☎ 65-0811
介護保険料　 問  福祉課 ☎ 65-0813
後期高齢者医療保険料　 問  町民課 ☎ 65-0812

❖ 浄化槽使用料の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付
困難となった方からの相談により町が認める場合、
浄化槽使用料の支払いを猶予します。
問  建設環境課 環境担当 ☎ 65-0814

❖ 水道料金の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付
困難となった方からの相談により町が認める場合、
水道料金の支払いを猶予します。
問  水道課 ☎ 65-1555

❖ 体育施設使用料の減額
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自粛生活
での運動不足が心配されます。町では、町民のみな
さまの健康の維持・増進と経済的負担の軽減を図る
ため、健康づくり支援として体育施設の使用料の
1/2 を減額します。
問  生涯学習課 ☎ 65-2656

❖ 休業者・失業者へ貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業
で、生活資金にお困りの方への貸付を実施しています。
問  社会福祉協議会 ☎ 65-1536

住民の方への支援 事業者の方への支援

回覧板エチケット

見る前、回す前に必ず

手洗い、手指消毒を！
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